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・ 相手の身分を身分証で確実に確認する。

正規の業者であっても、自動販売機の鍵だけを預・
けて作業を任せきりにせず、作業の立会を行う。

３月下旬、長崎県内において、年齢40～50歳くらい

の男が

ＪＴ（日本たばこ産業株式会社）社員

電機店業者

自動販売機管理業者

などをかたり、店頭に自動販売機を設置する店舗を

訪れ、自動販売機の故障や商品の確認などの口実で

自動販売機の扉を開けさせるなどして自動販売機内

の現金を盗み取る窃盗事件が連続発生しています。

今後も同様の事件が発生するおそれがありますの

で、被害に遭わないよう注意してください。
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